
特定非営利活動法人北海道こんぶ研究会における公的研究費の管理・監査の実施基準 

特定非営利活動法人北海道こんぶ研究会 

 

〈〈〈〈総則総則総則総則〉〉〉〉    

１．目的 

この実施基準は、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ

ン（実施基準）」に基づき、特定非営利活動法人北海道こんぶ研究会（以下、本法人）にお

ける公的研究費の管理・監査に関する必要な事項を定め、適正な研究活動を推進するとと

もに、公的研究費を公正かつ適正に取り扱うことを目的とする。 

 

２．対象とする公的研究費 

 文部科学省をはじめとする各省庁及び各省庁所管の独立行政法人、その他の政府機関、

地方公共団体、特殊法人等が交付する研究費とする。 

 

〈〈〈〈本法人内本法人内本法人内本法人内のののの責任体系責任体系責任体系責任体系のののの明確化明確化明確化明確化〉〉〉〉    

３．最高管理責任者 

 最高管理責任者は、理事長を以って充て、職名を本法人所管のウェブサイト上に公開す

る。最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って公的研究費の運営･管理が行なえる

よう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。 

 

４．統括管理責任者 

 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理ならびに事務について実質的な責任

と権限を持つ統括管理責任者は、理事長が指名する理事を以って充て、職名を本法人所管

のウェブサイト上に公開する。 

 

〈〈〈〈適正適正適正適正なななな運営運営運営運営・・・・・・・・管理管理管理管理のののの基盤基盤基盤基盤となるとなるとなるとなる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備〉〉〉〉    

５．事務処理手続き 

 公的研究費の事務処理手続きについては、研究種別毎に当該の執行基準に基づき、別途

「事務処理手続きルール」を定め、研究者に周知するものとする。 

 

６．事務処理手続担当部署及び相談窓口 

 公的研究費に関する事務全般を担当するとともに、事務処理手続きに関する本法人内外

からの相談を受け付ける窓口を、事務局内に設置する。 

 

７．事務処理に関する事務職員の権限と責任 

 公的研究費の事務処理に携わる職員は、専門的能力をもって公的資金の適正な執行を確

保し、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあることを十分認識するとともに、



別に定める行動規範および事務処理手続きを遵守しなければならない。 

 

８．研究者の責務 

 研究者は、学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、別に

定める行動規範および事務処理手続きを遵守しなければならない。 

 

９．関係者の意識向上 

 統括管理責任者は、研究者の公的研究費に対する意識向上を図るために、公的研究費の

適正執行に関する説明会の開催等、必要な方策を講じなければならない。 

 

〈〈〈〈不正不正不正不正をををを発生発生発生発生させるさせるさせるさせる要因要因要因要因のののの把握把握把握把握とととと不正防止計画不正防止計画不正防止計画不正防止計画のののの策定策定策定策定・・・・実施実施実施実施〉〉〉〉    

１０．不正防止における最高管理責任者の責務 

 最高管理責任者は、公的研究費に関わって不正の発生する要因を把握し、具体的な対策

を講じなければならない。 

 

１１．不正防止推進担当 

不正防止対応計画の推進は、統括管理責任者が担当する。 

 

１２．不正防止対応計画 

 統括管理責任者は、公的研究費の不正な使用を発生する要因の把握に努めるとともに、

不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を別途定めるものとする。 

 

〈〈〈〈研究費研究費研究費研究費のののの適正適正適正適正なななな運営運営運営運営・・・・管理活動管理活動管理活動管理活動〉〉〉〉    

１３．公的研究費の適正な運営･管理 

 公的研究費の適正な運営・管理を次のとおり行なうものとする。 

（１） 公的研究費の執行状況管理及び支出管理は、統括管理責任者が行なうものとする。 

（２） 発注業務は、統括管理責任者の承認を得て、研究者が実施するものとする。 

（３） 納品検査等の検収担当を事務局内に配置し、納品確認を徹底する。 

（４） 検収は、発注当事者以外の者を含めた複数の者が実施するものとする。 

（５） 研究者の旅費等の支払いについては、出張申請書及び出張報告書により実施確認を

徹底する。 

（６） 研究補助者、アルバイトに係る謝金等の支払いについては、出勤簿により実施確認

を徹底する。 

 

１４．不正な取引に関与した業者の処分方針 

 不正な取引に関与した業者については、取引を停止する。 

 



〈〈〈〈情報情報情報情報のののの伝達伝達伝達伝達をををを確保確保確保確保するするするする体制体制体制体制のののの確立確立確立確立〉〉〉〉    

１５．公的研究費の使用に関するルール等の相談窓口 

 公的研究費の使用ルール等に関する本法人内外からの相談窓口を、事務局に設置する。 

 

１６．告発の受付窓口 

 公的研究費の不正使用に関する本法人内外からの告発の受付窓口は、事務局とする。 

 

１７．告発の取り扱い 

 原則として顕名により行い、不正行為を行なったとする研究者、不正行為の態様、事案

の内容を明示し、かつ不正とする合理的根拠を示している事案のみ受け付けるものとする。 

不正使用に関する告発を受けた時は、速やかにその情報を最高管理責任者及び統括管理責

任者に伝達するものとする。 

 

１８．告発者の保護 

 告発者・被告発者・告発内容及び調査内容については、調査結果の公表まで、告発者及

び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩してはならない。 

 

１９．調査委員会の設置 

 公的研究費の管理に関して不正またはその疑いの告発があった場合は、最高管理責任者

は、調査委員会を設置する。調査委員会の運営については別途規定により定める。 

 

〈モニタリングの在り方〉 

２０．モニタリング及び内部監査 

 公的研究費の執行に係るモニタリング及び内部監査は、財務状況に関する経理監査及び

不正防止のための体制の検証を含むものとし、次のとおり実施する。 

（１）経理監査は監事が行なうこととし、防止計画推進担当である統括管理責任者と連携

の上、研究活動上の不正発生要因を把握し、それに応じた効果的かつ実効性のある監査及

び検証を行なう。 

（２）経理監査以外の監査は防止計画推進担当である統括管理責任者が行なうこととし、

公的研究費の管理・運営及び研究活動上の不正行為防止体制などについて、改善を重視し

たモニタリング及び監査を行なう。 

 

附則 

この実施基準は、2009年 9月 1日より施行する。 


